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京都市と会津若松市による 

再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定の締結について 

 

京都市では，２０５０年ＣＯ２排出量正味ゼロを目指し，再生可能エネルギー源を豊富

に有する地域との連携による再生可能エネルギー電気の供給体制の構築に取り組んでいま

す。 

この度，平成２４年に相互交流宣言を行った会津若松市と，脱炭素社会の実現に向け，

再生可能エネルギーの活用を通じた連携協定の締結式を下記のとおり開催しますので，お

知らせします。 

記 

１ 日時 

令和３年９月２４日（金）午後３時３０分～午後４時 

２ 場所 

京都市役所本庁舎４階 正庁の間（オンライン） 

３ 出席者 

門川 大作 京都市長，田中 明秀 京都市会議長 

室井 照平 会津若松市長，清川 雅史 会津若松市議会議長 

４ 締結式次第 

（１）出席者紹介 

（２）概要説明 

（３）挨拶 

  （室井会津若松市長，門川京都市長，清川会津若松市議会議長，田中京都市会議長） 

（４）協定の調印 

（５）記念撮影 

５ 協定要旨 

（１）目的 

地域の活力を最大限に発揮する「地域循環共生圏※１」の理念に基づき相互の連携

を強化し，脱炭素社会の実現を目指し再生可能エネルギーの活用を通じた取組を推進

する。 

（広報資料） 

京都市は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 



（２）内容 

ア 再生可能エネルギーの創出・導入・利用拡大 

イ 脱炭素化の推進を通じた住民・地域企業主体の相互の地域活力の創出 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 各地域がその特性に応じた地域資源を生かし，自立・分散型の社会を形成しつつ，

近隣地域と地域資源を補完し支え合うことで，地域を活性化させるための考え方。第

五次環境基本計画（平成３０年４月閣議決定）にて提唱 

※２ 再エネ電気への切替希望者を広く募り，まとめて発注することで価格の低下を図る

共同購入事業。詳しくは，令和３年９月２１日付け広報資料「ＥＥ電第３回キャンペ

ーン参加者募集！」を参照 

 

６ その他 

  「２ 場所」に記者席を設けております。 

本連携協定に基づく取組として，京都府市で取り組む再エネ電気の共同購入事業

「ＥＥ電」※２において，会津若松市内で発電された再エネ電気を活用します。本事

業への参加を通じて，京都市民や事業者の皆様が，会津若松市内で発電された再エ

ネ電気を使用することができるようになります。 


